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第2節　賃金、労働時間の動向

景気は2008年を通じて後退を続け、特に、同年秋以降大きく後退し、賃金や労働時間に
も調整が及んでいる。
まず、賃金の動きをみると、2008年の現金給与総額は年平均では前年比0.3％減となり、
2008年7～9月期以降は前年同期比で減少に転じた。
また、労働時間については、景気の後退と製造業の減産の影響を直接的に受け、所定外労
働時間は7年ぶりに減少に転じた。
本節では、こうした近年の賃金、労働時間の動向を分析する。

1）賃金の動向

（現金給与総額は減少傾向）
2008年の賃金の動向を厚生労働省「毎月勤労統計調査」（調査産業計、事業所規模5人以
上）によりみると、以下のとおりである（第1－（2）－1、2表）。
① 　現金給与総額（月額）は、33万1,300円で、前年比0.3％減となった。四半期ごとにみる
と、2008年1～3月期に前年同期比0.8％増と増加に転じたが、4～6月期には横ばいとなり、
7～9月期、10～12月期と2四半期連続で減少した。
　この動きを所定内給与、所定外給与、特別給与の各要素の寄与に分けてみると、所定内
給与は、2008年1～3月期はプラス寄与であったが、4～6月期以降はマイナス寄与で推移
している。また、特別給与は、2008年1～3月期及び4～6月期はプラス寄与であったが、
7～9月期以降はマイナス寄与となっている。所定外給与は、所定外労働時間が2008年8
月以降、前年同月比で減少が続いた影響により、2008年7～9月期以降マイナス寄与となっ
た。
② 　物価の影響を加味した実質賃金を前年同期比でみると、2006年7～9月期以降減少が続
いている。
③ 　就業形態別の現金給与総額をみると、2008年平均では一般労働者は前年比横ばい、パー
トタイム労働者は同1.0％増となった。一般労働者は、2008年1～3月期に前年同期比で増
加に転じたが、7～9月期は同0.2％減と再び減少し、その後減少で推移している。その一
方で、パートタイム労働者は、年間4四半期を通じて増加で推移した。
④ 　産業別現金給与総額をみると、運輸業、金融・保険業、不動産業、飲食店，宿泊業、医
療，福祉、教育，学習支援業、サービス業（他に分類されないもの）が昨年に引き続いて
減少となり、電気・ガス・熱供給・水道業も減少している。
⑤ 　事業所規模別の現金給与総額の前年比をみると、500人以上規模で前年比1.9％減となっ
たのをはじめ、各規模で減少した。また、所定内給与についても、各規模で減少した。特
別給与については、100～499人規模を除き減少が続いており、所定外給与については、5
～29人規模以外は減少となった。（第1－（2）－2表、付1－（2）－1表）。
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第1－（2）－1表　内訳別賃金の推移

（単位　円、％）

年・期
現金給与総額

実質
賃金〔一般労働者〕 パートタイム

労働者
きまって支給
する給与 特別給与

所定内給与 所定外給与
額
2000年 355,474 421,195 95,226 283,846 265,062 18,784 71,628
01 351,335 419,480 94,074 281,882 263,882 18,000 69,453
02 343,480 413,752 93,234 278,933 261,046 17,887 64,547
03 341,898 414,089 94,026 278,747 260,153 18,594 63,151
04 332,784 413,325 94,229 272,047 253,105 18,942 60,737
05 334,910 416,452 94,514 272,802 253,497 19,305 62,108
06 335,774 417,933 95,232 272,614 252,809 19,805 63,160
07 330,313 413,342 95,209 269,508 249,755 19,753 60,805
08 331,300 414,449 95,873 270,511 251,068 19,443 60,789

前年比
2000年 0.1 1.0 3.2 0.5 （ 0.4） 0.3 （ 0.2） 4.0 （ 0.2） -1.5 （-0.3） 1.0
01 -1.6 -0.6 -0.2 -1.1 （-0.9） -0.9 （-0.7） -4.6 （-0.2） -3.5 （-0.7） -0.7
02 -2.9 -1.8 -3.0 -1.7 （-1.4） -1.7 （-1.3） -1.3 （-0.1） -7.9 （-1.6） -1.9
03 -0.7 0.1 0.8 -0.4 （-0.3） -0.7 （-0.5） 3.5 （ 0.2） -2.5 （-0.5） -0.4
04 -0.7 0.3 0.6 -0.4 （-0.3） -0.7 （-0.5） 4.8 （ 0.3） -1.8 （-0.3） -0.7
05 0.6 0.7 0.5 0.3 （ 0.3） 0.2 （ 0.2） 1.6 （ 0.1） 2.1 （ 0.4） 1.0
06 0.3 0.3 0.7 0.0 （ 0.0） -0.3 （-0.2） 2.6 （ 0.1） 1.5 （ 0.3） -0.1
07 -1.0 -0.4 -0.7 -0.5 （-0.4） -0.5 （-0.4） 0.4 （ 0.0） -3.4 （-0.6） -1.1
08 -0.3 0.0 1.0 -0.2 （-0.2） -0.1 （-0.1） -2.2 （-0.1） -0.4 （-0.1） -1.8

前年同期比
2007 Ⅰ -0.7［ 99.3］ -0.5 -0.9 -0.6 （-0.6） -0.5 （-0.4） 0.4 （ 0.0） -9.3 （-0.3） -0.7

Ⅱ -0.8［ 99.6］ -0.1 -0.7 -0.5 （-0.4） -0.7 （-0.5） 0.9 （ 0.1） -1.7 （-0.4） -0.7
Ⅲ -1.0［ 99.2］ -0.3 -0.4 -0.4 （-0.3） -0.5 （-0.4） 0.4 （ 0.0） -4.1 （-0.6） -0.8
Ⅳ -1.4［ 99.1］ -0.7 -0.8 -0.5 （-0.3） -0.4 （-0.3） -0.1 （ 0.0） -3.6 （-1.1） -2.0

2008 Ⅰ 0.8［100.2］ 1.1 1.4 0.4 （ 0.4） 0.2 （ 0.2） 1.6 （ 0.1）15.1 （ 0.5） -0.4
Ⅱ 0.0［ 99.6］ 0.3 0.4 -0.2 （-0.2） -0.1 （-0.1） -0.4 （ 0.0） 0.7 （ 0.1） -1.6
Ⅲ -0.4［ 98.8］ -0.2 1.2 -0.2 （-0.2） -0.1 （-0.1） -2.0 （-0.1） -1.8 （-0.3） -2.9
Ⅳ -1.2［ 98.0］ -1.0 0.9 -1.0 （-0.7） -0.5 （-0.3） -7.7 （-0.4） -1.7 （-0.5） -2.3

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）　1）［　］内は現金給与総額の季節調整済指数（2005年平均＝100）。季節調整の方法は、センサス局法

（X-12ARIMAのなかのX-11デフォルト）による。
2）（　）内は現金給与総額の前年（同期）比への寄与度（厚生労働省労働政策担当参事官室試算）であり、各要
素（給与の種類）の前年からの増減の、前年の現金給与総額に対する比率となる。その合計は現金給与総額
の増減率に等しくなる（ただし、四捨五入の関係等から必ずしも一致しない）。

3）調査産業計、事業所規模5人以上。
4）前年比などの増減率は調査対象事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数から算出している。
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第1－（2）－2表　産業・事業所規模別の賃金の推移（前年比）
（単位　％）

産業・事業所規模
現金給与総額 所定内給与 所定外給与 特別給与

2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年
調査産業計 -1.0 -0.3 -0.5 -0.1 0.4 -2.2 -3.4 -0.4 
鉱業 -3.9 0.0 -5.4 -1.9 21.0 19.5 -3.2 2.1 
建設業 2.3 2.1 1.4 2.7 3.6 8.7 8.4 -3.5 
製造業 -0.5 0.4 0.2 1.2 -0.9 -5.9 -2.3 0.4 
電気・ガス・熱供給・水道業 1.9 -0.6 0.9 1.0 10.8 -2.4 1.5 -4.0 
情報通信業 1.3 0.4 1.5 0.4 -5.0 2.9 2.9 -0.6 
運輸業 -2.1 -0.6 -0.8 -0.5 5.2 -4.0 -12.8 1.8 
卸売・小売業 -0.5 1.3 -0.2 0.9 2.2 3.8 -2.4 2.7 
金融・保険業 -1.0 -4.0 -0.4 -2.7 1.1 -1.1 -3.4 -7.9 
不動産業 -2.2 -3.3 -2.2 -2.2 -1.3 17.1 -2.6 -10.8 
飲食店，宿泊業 -1.5 -3.6 -2.7 -3.9 -1.1 -5.7 14.5 1.5 
医療，福祉 -2.1 -1.8 -0.9 -1.6 3.4 1.2 -8.2 -3.5 
教育，学習支援業 -2.8 -1.3 -2.7 -1.7 17.8 8.6 -3.8 -0.4 
複合サービス事業 -1.0 9.5 -0.9 9.5 24.2 -15.7 -6.0 16.3 
サービス業（他に分類されないもの） -1.6 -0.6 -1.0 -0.8 0.7 -1.7 -5.4 1.2 

500人以上規模 -0.8 -1.9 -0.5 -1.4 -0.5 -4.9 -1.6 -2.2 
100～499人規模 -1.4 -0.5 0.3 -0.5 -1.9 -4.7 -6.6 1.0 
30～99人規模 -0.9 -0.9 -0.4 -1.0 2.7 -2.3 -3.9 -0.2 
5～29人規模 -1.5 -0.5 -1.7 -0.1 1.4 0.7 -1.2 -3.6 

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）　1）事業所規模5人以上。

2）前年比は調査対象事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数から算出している。

第1－（2）－3図　事業所規模別にみた所定内給与の動き（所定内給与指数の推移）

資料出所 厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて推計
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（所定内給与は、小規模事業所で低い水準）
所定内給与は、2008年1～3月期に前年同期比で増加に転じたが、その後は減少が続き、
2008年平均では前年比0.1％減となった。
所定内給与の動きを事業所規模別にみると、5～29人規模で弱い動きが続いている。2000
年以降でおってみると、5～29人規模を除く各規模においては2004年を底に上昇に転じ、そ
の後再び減少しているが、5～29人規模においては継続して低下しており、その水準は相対
的に低くなっている（第1－（2）－3図）。
次に、所定内給与の変化率を一般労働者の給与の寄与、パートタイム労働者の給与の寄
与、パートタイム労働者構成比の寄与にそれぞれ分けてみると、2008年には一般労働者の
給与が0.1％ポイントの引上げ寄与、パートタイム労働者の構成比が0.3％ポイントの引下げ
寄与、パートタイム労働者の給与が0.1％ポイントの引上げ寄与となっている（第1－（2）
－4図）。

第1－（2）－4図　所定内給与の増減要因（前年（同期）比）

資料出所
（注）

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より厚生労働省労働政策担当参事官室試算
1）一般労働者とパートタイム労働者の双方を含む常用労働者全体の所定内給与の増減率に対し、一
般労働者の所定内給与の増減、パートタイム労働者の所定内給与の増減、一般労働者とパートタ
イム労働者の構成比の変化の3つの要素が与えた影響の度合いを示したものである。具体的な要
因分解の方法は、次式による。

W：所定内給与
（‾は労働者計、添字ｎは一般労働者、ｐはパートタイム労働者、Δは対前年同期からの増減を示す）
ｒ：パートタイム労働者の構成比
2）調査産業計、事業所規模5人以上。
3）常用労働者全体、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、所定内給与指数に基準
数値を乗じて所定内給与の時系列接続が可能となるように修正した実数値を算出し、これらの数
値をもとにパートタイム労働者構成比を推計している。
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（2008年の春季賃上げの状況）
2008年の春季賃上げの状況については、2008年春闘における民間主要企業の春季賃上げ
労使交渉の妥結状況をみると、妥結額6,149円、賃上げ率1.99％（前年同5,890円、1.87％）
となり、交渉時には、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や原油
価格高など業績への懸念材料があったものの、2007年度の好調な業績予想を背景に、額・
率ともに5年連続で前年を上回った（第1－（2）－5表（1）①）。
一方、より調査範囲が広い厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」によって、企
業規模100人以上の企業の賃金改定の実態をみると、賃金の改定額が4,417円、賃金の改定
率が1.7％となり、金額は前年を上回った（第1－（2）－5表（2））。また、同調査によると、
2008年中に賃金を引上げた企業は74.0％と前年に比べ8.8％ポイント低下し、賃金の改定を
実施しなかった（すなわち賃上げを行わなかった）企業は17.6％と前年に比べ4.3％ポイン
ト上昇した。賃金を引下げた企業は3.1％と前年に比べ1.5％ポイント上昇した。
さらに、管理職・一般職ともに定期昇給制度がある企業（66.9％（前年60.5％））について
みると、管理職・一般職ともに定昇を行った企業は82.8％（同88.1％）、ともに定昇を行わ
なかった企業は11.6％（同8.9％）となった。前述のように、賃上げ率は前年を上回ってい

第1－（2）－5表　春季賃上げ等及び賃金改定状況

（1）民間主要企業春季賃上げ等の状況
①　春季賃上げ妥結状況（定昇含む）

額・率 2007年 2008年
妥結額 5,890円 6,149円
賃上げ率 1.87％ 1.99％

②　夏季一時金妥結状況
額・率 2007年 2008年
妥結額 843,779円 842,270円
前年比 2.27％ -0.29％

③　年末一時金妥結状況
額・率 2007年 2008年
妥結額 845,119円 831,813円
前年比 1.47％ -0.63％

資料出所　厚生労働省調べ
（注）　民間主要企業とは、原則として資本金10億

円以上、かつ従業員1,000人以上で労働組
合のある企業。
2008年の、①は280社、②349社、③は
352社。
額・率ともに加重平均。

（2）産業・企業規模別の賃金の改定率
（単位　％）

産業・企業規模 2007年 2008年
調査産業計 1.7 1.7
鉱業 2.0 1.4
建設業 1.3 1.7
製造業 1.8 2.0
電気・ガス・熱供給・水道業 1.0 1.0
情報通信業 1.7 1.4
運輸業 1.2 0.9
卸売・小売業 2.3 1.7
金融・保険業 1.0 0.9
不動産業 1.6 1.8
飲食店，宿泊業 1.5 1.8
医療，福祉 2.3 1.4
教育，学習支援業 1.5 1.7
サービス業（他に分類されないもの） 1.5 1.7

5,000人以上規模 1.6 1.6
1,000～4,999人規模 1.5 1.9
300～999人規模 2.1 1.7
100～299人規模 1.6 1.3

資料出所　厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」
（注）　1）賃金の改定とは、春闘時だけでなく年間を通じ

た定期昇給、ベースアップ、諸手当の改定等を
いい、賃金カット等による賃金の減額も含まれ
る。（なお、(1)の春季賃上げ妥結状況の集計は、
春闘における賃金引上げの労使交渉の結果を集
計したもの。）。

2） 賃金の改定額及び改定率は労働者数による加重
平均。

3）調査対象企業規模100人以上。
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るが、個別の企業をみると、賃金を引き上げた企業の割合は低下している。
なお、厚生労働省「賃金引き上げ等の実態に関する調査」は、労働組合の有無にかかわら
ず、企業の年間を通じた賃金改定の結果を調査したものである。

（2009年春闘の概況）
我が国の経済は、2007年以降成長が鈍化するとともに、2008年秋以降の世界的な経済減
速に伴って、かつてない大きな経済収縮に直面している。こうした中、2009年春闘が取り
組まれた。
日本労働組合総連合会（連合）は「物価上昇に見合うベアによって、勤労者の実質生活を
維持・確保することを基本とし、マクロ経済の回復と内需拡大につながる労働側への成果配
分の実現をめざす」等と、8年振りとなるベア（ベースアップ）要求を掲げ、雇用の維持と
ともに賃金も求める方針を明らかにした。
一方、日本経済団体連合会（日本経団連）は、「2009年版経営労働政策委員会報告」で、①
経営環境がとりわけ厳しい今次の労使交渉・協議においては、雇用の安定に努力することが
求められる、②個別企業における一律的なベースアップは考えにくい、との考え方を示した。
2009年3月18日以降、製造業を中心とする民間主要組合に対して、賃金、一時金等に関
する回答が示された。厳しい経済・雇用情勢を反映して、月例賃金については、総じて定期
昇給相当分の確保にとどまる回答となり、一時金についても、製造業を中心に総じて前年を
下回る回答となった。

（初任給の伸びは拡大）
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で、2008年3月新規学卒者の学歴別初任給の伸びを

みると、男女計では、大学卒前年比1.5％増（前年同0.3％減）、高専・短大卒0.7％増（横ば
い）、高校卒1.3％増（0.8％増）と、各学歴で増加となり、その幅も拡大している。また、男女
別でみると、男性では、大学卒前年比1.3％増（前年同0.5％減）、高専・短大卒0.2％増（横ば
い）、高校卒0.8％増（0.8％増）となった。女性では、大学卒前年比1.7％増（前年同0.3％増）、
高専・短大卒1.0％増（0.1％増）、高校卒2.3％増（0.9％増）となった（第1－（2）－6表）。

第1－（2）－6表　新規学卒者の初任給の状況（産業計、企業規模計）

（単位　千円）

性別
大学卒 高専・短大卒 高校卒

2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年

男女計 195.8 198.7 168.5 169.7 155.7 157.7 
（-0.3） （1.5） （ 0.0） （ 0.7） （ 0.8） （ 1.3）

男性 198.8 201.3 171.2 171.6 158.8 160.0 
（-0.5） （1.3） （ 0.0） （ 0.2） （ 0.8） （ 0.8）

女性
191.4 194.6 166.9 168.6 150.8 154.3 
（ 0.3） （ 1.7） （ 0.1） （ 1.0） （ 0.9） （ 2.3）

資料出所　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（初任給）
（注）　1）初任給額は、新規学卒採用者数による加重平均。

2）（　）内は、対前年増減率（％）。
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（6年ぶりに減少に転じた所定外給与）
所定外給与は、2002年7～9月期に前年同期比で増加に転じて以降、増加となっていたが、
所定外労働時間が景気の減速を受け、2008年半ばより減少傾向となったため、2008年4～6
月期に前年同月比0.4％減、7～9月期に同2.0％減、10～12月期に同7.7％減と減少に転じた。
また、2008年平均では、前年比2.2％減と6年ぶりに減少した。なお、製造業では、前年比
5.9％減であった。

（特別給与は再び減少へ）
特別給与は、1998年から減少傾向にあったが、2004年7～9月期に前年同期比で増加とな
り、その後10四半期連続で増加したものの、2007年1～3月期以降は減少が続いていた。
2008年以降は、1～3月期及び4～6月期に増加となったが、7～9月期以降は減少となり、
2008年平均では前年比0.4％減となった（付1－（2）－2表）。

（夏季賞与、年末賞与は2年連続で減少）
特別給与の大部分は賞与であるが、夏季賞与及び年末賞与についてみると、以下のとおり
である。
① 　夏季賞与（6月から8月の特別給与のうち賞与として支給された給与を特別集計したも
の）の支給状況（事業所規模5人以上）をみると、2008年は支給額40万6,012円で、前年
比0.4％減と2年連続の減少となった。

第1－（2）－7表　産業・事業所規模別賞与支給状況

産業・事業所規模
夏季賞与 年末賞与

2008年 2007年 2008年 2007年
額 前年比 支給割合 支給割合 額 前年比 支給割合 支給割合

円 ％ か月 か月 円 ％ か月 か月
調査産業計 406,012 -1.0 1.03 1.05 424,437 1.0 1.08 1.10
鉱業 700,150 1.9 0.91 1.49 518,470 14.7 0.70 0.77
建設業 354,217 -2.6 0.75 0.86 359,291 5.4 0.82 0.82
製造業 517,000 1.5 0.97 0.97 509,460 1.5 0.94 0.98
電気・ガス・熱供給・水道業 814,477 -0.4 1.76 1.70 839,659 -1.8 1.75 1.86
情報通信業 620,950 0.8 1.22 1.26 632,938 -1.7 1.31 1.32
運輸業 324,295 -3.0 0.95 1.00 349,590 5.2 1.02 0.98
卸売・小売業 318,625 2.5 0.99 1.00 316,541 -0.5 1.01 1.02
金融・保険業 659,585 -9.3 1.61 1.70 704,959 -1.0 1.69 1.75
不動産業 450,080 -15.1 1.21 1.34 453,629 -4.6 1.13 1.21
飲食店，宿泊業 100,125 -3.1 0.43 0.41 115,550 17.7 0.42 0.42
医療，福祉 323,407 -2.6 1.03 1.07 388,737 0.4 1.22 1.24
教育，学習支援業 596,030 -5.8 1.47 1.56 707,861 5.5 1.76 1.71
複合サービス事業 415,173 9.9 1.55 1.54 463,476 8.4 1.77 1.85
サービス業（他に分類されないもの） 354,330 2.5 1.06 0.99 376,667 2.2 1.13 1.12

500人以上規模 738,645 -2.1 1.79 1.82 740,904 -2.0 1.85 1.81
100～499人規模 469,139 -1.5 1.31 1.32 490,063 -1.5 1.37 1.39
30～99人規模 370,259 -0.8 1.13 1.14 389,480 -2.3 1.21 1.22
5～29人規模 284,953 -0.8 1.00 1.01 299,297 1.0 1.04 1.06

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」（事業所規模5人以上）
（注）　1）支給割合とは、きまって支給する給与に対する割合である。

2）前年比は調査対象事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数から算出している。
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　これを事業所規模別にみると、500人以上規模で前年比2.1％減となったのをはじめ各規
模で減少となった。
　また、産業別にみると、不動産業（前年比15.1%減）、金融・保険業（同9.3％減）、教
育，学習支援業（同5.8％減）、運輸業（同3.0％減）、建設業（同2.6％減）などで大きく減
少したが、複合サービス事業（前年比9.9％増）、卸売・小売業（同2.5％増）、サービス業
（他に分類されないもの）（同2.5％増）などの産業では増加している。なお、製造業は同
1.5％増であった（第1－（2）－7表）。
　一方、厚生労働省調べの2008年民間主要企業の夏季一時金妥結状況をみると、妥結額
84万2,270円、前年比0.29％減となり、6年ぶりの減少となった（前掲第1－（2）－5表
（1）②）。
② 　年末賞与（11月から1月の特別給与のうち賞与として支給された給与を特別集計したも
の）の支給状況をみると、2008年は支給額42万4,437円、前年比1.0％増となった。
　これを事業所規模別にみると、5～29人規模で前年比1.0％増となったが、その他の各規
模で減少となった。
　また、産業別にみると、不動産業（前年比4.6％減）、電気・ガス・熱供給・水道業（同
1.8%減）、情報通信業（同1.7％減）、金融・保険業（同1.0％減）などで減少したが、飲食
店，宿泊業（前年比17.7％増）、複合サービス事業（同8.4％増）、教育，学習支援業（同
5.5％増）、建設業（同5.4％増）などの産業では増加している。なお、製造業は同1.5％増
であった（前掲第1－（2）－7表）。
　一方、厚生労働省調べの2008年民間主要企業の年末一時金妥結状況をみると、妥結額
83万1,813円、前年比0.63％減となり、6年ぶりの減少となった（前掲第1－（2）－5表
（1）②）。

（仕入価格D.I.は、2008年10～12月期に大きく低下）
企業が雇用者に対して賃金や賞与を支給するには、事業活動を通じて収益を上げ、それを
分配のための原資とする必要がある。このため、原油や原材料の値上がりにより上昇した費
用を製品に転嫁することができなければ、企業収益は圧迫され、賃金の引き上げを行うこと
も困難となる。
価格転嫁の状況を日本銀行「全国企業短期経済観測調査」による仕入価格D.I.と販売価格
D.I.の差によってみると、仕入価格D.I.は、2000年に入り、原油や原材料価格の上昇の影響
によって急速に高まっており、また、販売価格D.I.についても、低下幅が徐々に縮小し、特
に、大企業では2006年後半以降上昇となった。ただし、仕入価格D.I.の上昇幅が相対的に大
きく、仕入価格D.I.と販売価格D.I.の差は広がった。また、仕入価格D.I.と販売価格D.I.の差
は、中小企業において特に大きく、中小企業を中心に価格転嫁の難しさがみられた。
しかしながら、2008年10～12月期は、仕入価格D.I.は急激に低下した一方で、販売価格

D.I.の低下幅は小さかったため、仕入価格D.I.と販売価格D.I.の差は縮小している（第1－
（2）－8図）。
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第1－（2）－8図　大企業・中小企業における価格転嫁の度合いの推移

資料出所
（注）

日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
1）大企業とは、資本金10億円以上の企業をいう。また、中小企業とは、資本金2千万円
以上1億円未満の企業をいう。
なお、中堅企業（資本金1億円以上10億円未満）については省略した。

2） Ｄ.Ｉ.（販売価格及び仕入価格）＝「上昇」とした企業の構成比（％）－「低下」とした企
業の構成比（％）　
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（労働分配率は、このところ横ばい）
財務省「法人企業統計調査」により企業の人件費負担の状況を、付加価値に占める人件費
の割合である労働分配率によってみると、バブル崩壊後に大きく上昇し、その後も高水準で
推移してきた。しかし、景気の回復に伴い2001年度の75.1％をピークとして低下し、その
後は、2005年度70.0％、2006年度69.2％、2007年度69.4％と、このところ概ね横ばいで推移
している。
これを企業規模別にみると、労働分配率には企業規模別に大きな違いがある。資本金10
億円以上の企業では、その水準は2007年度で52.9％と低く、足もとでも低下傾向にある一
方で、資本金1億円未満では、その水準は80.0％と高く、足もとでは上昇傾向にある（第1
－（2）－9図、付1－（2）－3表）。
このように、中小企業ほど労働分配率は高く、このところ上昇傾向にあるが、その背景と
しては、中小企業を中心に価格転嫁の難しさがみられ、また、原油や原材料費が高まる中
で、収益力が低下したことが働いているものと考えられる。

第1－（2）－9図　労働分配率の推移（資本金規模別）

資料出所
（注）

財務省「法人企業統計調査」
シャドー部分は景気後退期。
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厚生労働省が行う「毎月勤労統計調査」は、賃金、労働時間、雇用の動きについて事
業所ベースで調査しており、全国的変動を把握する全国調査、都道府県別の変動を把握
する地方調査及び小規模事業所の変動を把握する特別調査からなる。この調査は標本調
査であり、全国調査では約33,000、地方調査では約43,500、特別調査では約25,000事業
所を対象に調査を行っている。
全国調査及び地方調査は常用労働者を5人以上雇用する事業所について毎月調査を行

い、特別調査は毎月の調査では把握されていない常用労働者1～4人規模事業所につい
て年1回調査している。
全国調査及び地方調査の常用労働者30人以上の事業所は、おおむね3年ごとに調査対

象事業所の抽出替えを行っている。これによるギャップが調査結果に生ずるため、時系
列比較ができるように指数を過去にさかのぼって改訂している。したがって、賃金、労
働時間、雇用の増減率は、実数ではなく改訂された指数によって算出している。最近で
は2009年1月分調査で改訂した。
 所定内給与
 きまって支給する給与（定期給与）
現金給与総額 所定外給与
 特別に支払われた給与（特別給与）

 所定内労働時間
総実労働時間
 所定外労働時間

1　現金給与額
　賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く
前の金額である。
・現金給与総額
　以下に述べる、きまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。

・きまって支給する給与（定期給与）
　労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に
よって支給される給与。基本給、家族手当、超過労働手当等。

・所定内給与
　きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。

・所定外給与（超過労働給与）
　所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に
対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等。

・特別に支払われた給与（特別給与）

毎月勤労統計調査
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　労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払わ
れた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定めら
れている給与で以下に該当するもの。

　①　夏冬の賞与、期末手当等の一時金
　②　支給事由の発生が不定期なもの
　③　3か月を超える期間で算定される手当等
　④　いわゆるベースアップの差額追給分

2　実労働時間、出勤日数
　労働者が実際に労働した時間数及び実際に出勤した日数。休憩時間は給与支給の有
無にかかわらず除かれる。有給休暇取得分も除かれる。
・総実労働時間数
　次の所定内労働時間数と所定外労働時間数の合計。

・所定内労働時間数
　労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間
数の合計。

・所定外労働時間数
　早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数の合計。

・出勤日数
　業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。

3　常用労働者
事業所に使用され給与を支払われる労働者（船員法の船員を除く）のうち、
①　期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者
② 　日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前2か月
にそれぞれ18日以上雇い入れられた者のいずれかに該当する者のことをいう。

・一般労働者
　常用労働者のうち、次のパートタイム労働者以外の者。

・パートタイム労働者
　常用労働者のうち、

①　1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者
② 　1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者
よりも短い者

のいずれかに該当する者のことをいう。

4　表章産業の変更について
　毎月勤労統計調査全国調査においては、平成17年1月分結果から、平成14年3月に
改訂された日本標準産業分類に基づく集計結果を公表した。全国調査における表章産
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2）労働時間の動向

（総実労働時間は2年連続で減少）
2008年の労働時間の動向を前出「毎月勤労統計調査」（調査産業計、事業所規模5人以上）

によりみると、月間総実労働時間は149.3時間、前年比1.2％減と2年連続で減少した。また
この結果、年間総実労働時間は1,792時間と、事業所規模5人以上の調査が始まった1990年
以来初めて1,800時間を割り込んだ。その内訳をみると、所定内労働時間は138.6時間で前年
比1.1％減、所定外労働時間は10.7時間で前年比1.5％減となった（第1－（2）－10表、第1
－（2）－11図、付1－（2）－4表）。
就業形態別に総実労働時間の前年比をみると、一般労働者の総実労働時間は169.3時間

（年換算2,032時間）で前年比0.9％減、パートタイム労働者の総実労働時間は92.6時間（同
1,111時間）で前年比1.7％減となっている。
次に、これを事業所規模別にみると、総実労働時間及び所定内労働時間は全規模で減少
し、所定外労働時間も5～29人規模で前年比0.2％増となった他は全規模で減少した。
さらに、主な産業別にみると、鉱業、情報通信業、金融・保険業で総実労働時間は増加、
建設業で横ばいとなったが、その他の産業では減少した（第1－（2）－12表、付1－（2）
－5表）。

業の大分類は以下の通りである。

（新）  （旧）
TL 調査産業計 TL 調査産業計
D 鉱業 D 鉱業
E 建設業 E 建設業
F 製造業 F 製造業
G 電気・ガス・熱供給・水道業 G 電気・ガス・熱供給・水道業
H 情報通信業 H 運輸・通信業
I 運輸業 I 卸売・小売業，飲食店
J 卸売・小売業 J 金融・保険業
K 金融・保険業 K 不動産業
L 不動産業 L サービス業
M 飲食店，宿泊業
N 医療，福祉
O 教育，学習支援業
P 複合サービス事業
Q サービス業（他に分類されないもの）
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第1－（2）－10表　内訳別労働時間の推移

年・期
総実労働時間

〔一般労働者〕 〔パートタイム労働者〕 所定内労働時間 所定外労働時間
時間

2000年 154.4 168.8 97.3 144.6 9.8 
01 153.0 168.1 96.2 143.6 9.4 
02 152.1 168.1 95.1 142.6 9.5 
03 152.3 168.7 95.9 142.3 10.0 
04 151.3 170.0 95.8 141.0 10.3 
05 150.2 169.0 95.0 139.8 10.4 
06 150.9 170.1 94.8 140.2 10.7 
07 150.7 170.6 94.0 139.7 11.0 
08 149.3 169.3 92.6 138.6 10.7 

前年比
2000年 0.7 0.9 3.1 0.4 4.4 
01 -1.0 -0.4 -0.5 -0.8 -4.1 
02 -0.9 0.0 -2.5 -1.0 1.1 
03 -0.1 0.4 0.8 -0.3 4.6 
04 0.2 0.6 0.2 -0.2 3.3 
05 -0.6 -0.6 -0.4 -0.7 1.1 
06 0.5 0.7 -0.3 0.3 2.6 
07 -0.7 0.0 -1.9 -0.8 1.3 
08 -1.2 -0.9 -1.7 -1.1 -1.5 

前年同期比
2007 Ⅰ -0.8［  99.9］ -0.3 -2.0 -0.9 2.0 

Ⅱ -0.4［  99.9］ 0.3 -1.6 -0.5 1.0 
Ⅲ -1.2［  99.1］ -0.4 -2.1 -1.2 1.0 
Ⅳ -0.5［100.2］ 0.4 -2.0 -0.4 1.1 

2008 Ⅰ -0.4［  99.4］ -0.1 -1.1 -0.5 1.8 
Ⅱ -0.9［  99.0］ -0.6 -2.1 -1.0 -0.1 
Ⅲ -0.8［  98.3］ -0.4 -1.4 -0.8 -1.1 
Ⅳ -2.4［  97.7］ -2.1 -2.2 -2.1 -6.6 

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）　1） ［　］内は総実労働時間の季節調整済指数（2005年平均＝100）。

 季節調整の方法は、センサス局法（X-12ARIMAのなかのX-11デフォルト）による。
2） 調査産業計、事業所規模5人以上。
3） 前年比などの増減率は調査対象事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数から算出している。
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第1－（2）－11図　総実労働時間の増減内訳（前年（同期）比）

資料出所
（注）

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より厚生労働省労働政策担当参事官室にて試算
1）所定内労働時間及び所定外労働時間の寄与は、それぞれの前年（同期）からの増減の、前年（同期）
の総実労働時間に対する比率である。

2）調査産業計、事業所規模５人以上。

-2.5
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第1－（2）－12表　産業・事業所規模別の労働時間の推移（前年比）

（単位　％）

産業・事業所規模
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年
調査産業計 -0.7 -1.2 -0.8 -1.1 1.3 -1.5 
鉱業 2.4 1.2 0.7 -0.1 32.3 18.9 
建設業 0.2 0.0 -0.3 -1.0 8.4 13.3 
製造業 -0.3 -1.4 -0.4 -0.6 0.3 -7.3 
電気・ガス・熱供給・水道業 -0.1 -0.1 -0.7 -0.4 6.6 3.6 
情報通信業 -0.9 0.1 -1.0 0.1 -1.4 0.4 
運輸業 0.5 -2.0 0.2 -1.6 2.3 -4.8 
卸売・小売業 -0.9 -0.3 -1.1 -0.4 1.4 2.8 
金融・保険業 -0.4 0.1 -1.5 -0.3 13.8 5.1 
不動産業 1.0 -0.3 0.1 -1.0 21.0 10.0 
飲食店，宿泊業 -1.6 -2.8 -1.8 -2.8 3.3 -4.3 
医療，福祉 0.3 -0.7 0.4 -0.8 -0.5 1.7 
教育，学習支援業 -1.3 -1.5 -1.6 -2.1 1.9 11.2 
複合サービス事業 -1.3 -0.3 -1.6 1.3 5.6 -23.2 
サービス業（他に分類されないもの） -1.3 -1.4 -1.2 -1.6 -1.9 1.6 

500人以上規模 -0.7 -1.3 -0.7 -0.8 -0.7 -5.5 
100～499人規模 0.1 -1.4 -0.4 -1.1 2.9 -3.1 
30～99人規模 -0.5 -1.3 -0.6 -1.2 0.5 -1.2 
5～29人規模 -1.2 -1.1 -1.2 -1.3 0.4 0.2 

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）　1）事業所規模5人以上。

2）前年比は調査対象事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数から算出している。
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（7年ぶりに減少に転じた所定外労働時間）
所定外労働時間は、2002年7～9月期に6四半期ぶりに前年同期比で増加に転じて以降、
2007年10～12月期まで22四半期連続で増加した。2008年に入ってからは、1～3月期は前年
同期比1.8％増となったが、その後は景気の減速を受け、4～6月期同0.1％減、7～9月期同
1.1％減、10～12月期同6.6％減と減少幅を拡大させ、年平均では前年比1.5％減と7年ぶりの
減少となった。
特に製造業においては、鉱工業生産指数の急激な落ち込みに伴い、2008年4～6月期前年

同月比2.6%減、7～9月期同6.0％減、10～12月期同20.0％減となり、年平均では前年比7.3％
減となった。
なお製造業では、2008年末時点で、指数としては今回の景気回復以前の水準にまで落ち
込んでいる（第1－（2）－13図）。

（所定内労働時間は2年連続で減少）
所定内労働時間は、2006年は6年ぶりに増加したが、2007年は前年比0.8％減となった。
また、2008年に入ってからも、1～3月期前年同期比0.5％減、4～6月期同1.0％減、7～9月
期同0.8％減、10～12月期同2.1％減と減少を続け、2008年平均では前年比1.1％減となった
（前掲第1－（2）－10表）。
産業別にみると、情報通信業、複合サービス事業で増加したほかは、すべての産業で減少

第1－（2）－13図　生産・残業時間の推移（季節調整値）

資料出所
（注）

厚生労働省「毎月勤労統計調査」、経済産業省「鉱工業生産指数」
シャドー部分は景気後退期。
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した。また、事業所規模別では、全規模で減少となった（前掲第1－（2）－12表、前掲付
1－（2）－5表）。
また、2008年の所定内労働時間の減少について、一般労働者の労働時間の寄与、パート
タイム労働者の労働時間の寄与、パートタイム労働者構成比の寄与に分けてみると、一般労
働者の労働時間が所定内労働時間の変化率に対して0.7％ポイントの引下げ寄与、パートタ
イム労働者の労働時間が0.3％ポイントの引下げ寄与、パートタイム労働者の構成比寄与が
0.1％ポイントの引下げ寄与となっている（第1－（2）－14図）。

第1－（2）－14図　所定内労働時間の増減要因分解

資料出所
（注）

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より厚生労働省労働政策担当参事官室にて試算
1）一般労働者とパートタイム労働者の双方を含む常用労働者全体の所定内労働時間の増減率に対し、
一般労働者の所定内労働時間の増減、パートタイム労働者の所定内労働時間の増減、一般労働者と
パートタイム労働者の構成比の変化の３つの要素が与えた影響の度合いを示したものである。

　  具体的な要因分解の方法は、次式による。

　 

　　H　：所定内労働時間
　　（‾は労働者計、添字ｎは一般労働者、ｐはパートタイム労働者、Δは対前年（同期）からの増減を

示す）
　　ｒ  ：パートタイム労働者の構成比
2）調査産業計、事業所規模５人以上。
3）常用労働者全体、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、所定内労働時間指数に基
準数値を乗じて所定内労働時間の時系列接続が可能となるように修正した実数値を算出し、これら
の数値をもとにパートタイム労働者構成比を推計している。
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